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◎
平
成
17
年
度
（
平
成
16
年
分
） 

　
　
所
得
申
告
は 

お
済
み
で
し
ょ
う
か
？ 

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
及
び
そ

の
世
帯
の
世
帯
主
の
方
は
、
所
得

税
や
町
県
民
税
が
非
課
税
の
場
合

で
も
、
申
告
が
必
要
で
す
。
未
申

告
の
ま
ま
で
す
と
、
高
額
療
養
費

の
支
給
申
請
や
、
入
院
時
食
事
療

養
費
の
減
額
認
定
、
国
民
健
康
保

険
税
軽
減
制
度
等
に
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
収
入

の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
申
告
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

◎
国
民
健
康
保
険
税
申
告
書
の 

送
付
に
つ
い
て 

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
主
の
方
に
、
４
月
下
旬
ご
ろ
、

国
民
健
康
保
険
税
申
告
書
を
送
付

し
ま
す
。
申
告
書
は
郵
送
で
も
受

付
し
ま
す
の
で
、
同
封
し
て
い
ま

す
記
入
例
を
参
考
に
記
入
、
押
印

の
上
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

◎
記
入
、
提
出
に
あ
た
っ
て
の ご

注
意 

☆
給
与
所
得
者
及
び
公
的
年
金

等
受
給
者
の
方
で
、
申
告
書

へ
記
載
さ
れ
て
い
る
金
額
以
外

に
収
入
が
な
い
場
合
は
、
電

話
番
号
を
ご
記
入
の
う
え
、

申
告
書
へ
押
印
し
て
返
送
を

お
願
い
し
ま
す
。 

☆
現
在
、
税
務
署
及
び
税
務
課

で
平
成
１７
年
度
（
平
成
16
年
分
）

所
得
申
告
書
を
整
理
中
で
す

の
で
、
申
告
書
提
出
済
み
の

方
で
も
行
き
違
い
で
国
民
健

康
保
険
税
申
告
書
が
送
付
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
場
合
は
、お
手
数
で
す
が
「
税

務
署
（
又
は
税
務
課
）
で
申

告
済
み
」
と
記
入
し
て
返
送

を
お
願
い
し
ま
す
。 

☆
国
民
健
康
保
険
税
申
告
書
を

提
出
さ
れ
た
方
で
も
、
所
得

が
33
万
円
以
上
又
は
配
偶
者

控
除
、
生
命
保
険
料
控
除
な

ど
の
所
得
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
方
は
、
一
般
の
町
県

民
税
申
告
書
又
は
所
得
税
の

確
定
申
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

問
い
合
わ
せ
先 

税
務
課
　

８
９
３
―
１
１
１
８ 

吾
北
総
合
支
所
住
民
課 

　
　
　

８
６
７
―
２
３
０
０ 

本
川
総
合
支
所
住
民
課 

　
　
　

８
６
９
―
２
１
１
２  

国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の 

　
　
　  

皆
様
へ（
お
知
ら
せ
） 

国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の 

　
　
　  

皆
様
へ（
お
知
ら
せ
） 

　
「
高
知
地
方
法
務
局
戸
籍
課
で
は
、
１
月

31
日（
月
）か
ら
成
年
後
見
登
記
に
係
る
証
明

書
の
交
付
事
務
の
み
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
」 

（
窓
口
で
直
接
請
求
さ
れ
る
場
合
の
み
、
取

り
扱
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。） 

　
郵
送
に
よ
る
請
求
の
場
合
は
、
従
来
ど
お

り
、
東
京
法
務
局
民
事
行
政
部
後
見
登
録
課

に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

１
　
証
明
す
る
内
容
に
つ
い
て 

（１）
登
記
事
項
証
明
書 

　
（「
事
項
証
明
」
と
も
い
う
。） 

　
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
、
被
補
助
人

な
ど
の
登
記
さ
れ
て
い
る
事
項
、
あ
る
い
は
、

代
理
権
に
関
す
る
事
項
な
ど
、
後
見
に
関
す

る
事
項
が
登
記
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
事
項
を
証
明
す
る
も
の 

（２）
登
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
書 

　
（「
な
い
こ
と
証
明
」
と
も
い
う
。） 

　
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
、
被
補
助
人

な
ど
の
登
記
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明

す
る
も
の 

 

２
　
手
数
料
に
つ
い
て 

（
登
記
印
紙
で
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。） 

（１）
登
記
事
項
証
明
書
（
事
項
証
明
）
の
場
合 

　
１
通
に
つ
き
　
１
、
０
０
０
円 

　
（
証
明
書
の
枚
数
が
11
枚
を
超
え
る
場
合
、

　
　
５
枚
毎
に
200
円
を
加
算
） 

（２）
登
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
書 

　
（
な
い
こ
と
証
明
）
の
場
合 

　
１
通
に
つ
き
　
５００
円 

 

　
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
高
知

地
方
法
務
局
戸
籍
課
（

）、
い
の
支
局
（

）、

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

『
い
の
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
』 

 

　
『
い
の
町
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
』

に
は
町
民
、
事
業
者
の
皆
様
と
協
力
し

て
、
男
女
共
同
参
画
社
会
を
推
進
す
る

う
え
で
基
本
と
な
る
考
え
方
「
基
本
理

念
」
を
定
め
て
お
り
ま
す
の
で
紹
介
い

た
し
ま
す
。 

基
本
理
念
（
条
例
第
３
条
） 

①
男
女
が
性
別
に
よ
り
差
別
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
個
人
と
し
て
の
人
権
が
尊
重

さ
れ
る
社
会 

②
男
女
と
も
に
一
人
の
人
間
と
し
て
能

力
を
十
分
に
発
揮
す
る
機
会
が
確
保
さ

れ
る
社
会 

③
男
女
が
、
子
育
て
、
家
族
の
介
護
そ

の
他
の
家
庭
生
活
に
お
け
る
活
動
を
助

け
合
い
、
政
治
、
経
済
、
地
域
そ
の
他

の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
対
等
な
立
場
で
参

画
し
、
責
任
を
分
か
ち
合
う
社
会 

④
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割
分
担
意

識
に
基
づ
く
社
会
の
制
度
又
は
慣
習
が
、

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
の
妨
げ
と

な
る
こ
と
の
な
い
社
会 

⑤
男
女
が
互
い
に
身
体
的
特
徴
を
理
解

し
、
特
に
妊
娠
、
出
産
等
に
お
い
て
双

方
の
意
志
を
尊
重
す
る
な
ど
生
涯
に
わ

た
る
自
ら
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
社
会 

 

男
女
共
同
参
画
コ
ー
ナ
ー 

 
　人事院、法務省では、少年院及び少年鑑別所の職員として、非行少年
の教育・処遇等に携わる「法務教官」の採用試験受験者を次のとおり募
集します。  
１　受験資格 
（１）昭和５１年４月２日から同５９年４月１日生まれの者 
（２）昭和５９年４月２日以降生まれの者で、次に掲げる者 
　　ア　大学を卒業した者、平成１８年３月までに大学を卒業する見込み
　　　　の者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 
　　イ　次に掲げる学校等を卒業した者及び平成１８年３月までに次に掲
　　　　げる学校等を卒業する見込みの者 
　　　　（ア）短期大学又は高等専門学校 
　　　　（イ）職業能力開発短期大学校又は専修学校専門課程（いずれ
　　　　　　　も修業年限２年以上など人事院が定める要件に該当する
　　　　　　　者に限る。） 
２　試験日及び合格発表 
（１）第一次試験（筆記試験）　６月１２日（日） 
（２）第二次試験（人物試験・身体検査・身体測定） ７月１３日（水）、１４日（木） 
（３）合格発表　ア 第一次試験 ７月５日（火）　イ 最終発表 ８月３０日（火） 
３　申込受付期間 
（１）郵送の場合　４月１日（金）～４月１５日（金）（当日消印有効） 
（２）持参の場合　４月１日（金）～４月１５日（金） 
　　　　　　　　（受付時間は９：００～１７：００　ただし土・日曜日は除く。） 
４　採用試験に関する詳細の照会先 
（１）法務省高松矯正管区職員課　 ０８７―８２２―４４６９ 
（２）高知少年鑑別所庶務課　 ８７２―９２８３（担当：徳永） 

法務教官募集のお知らせ 法務教官募集のお知らせ 


